
9月 20日以降、生後 6か月以上のすべての方に対して、新型コロナのオミクロン

株ＸＢＢ対応ワクチン接種を実施します。 

 

 

嘉島町新型コロナワクチン 

令和 5 年秋開始接種のお知らせ（令和 5 年 8 月 25 日発行）  
重要 

≪対象者≫ 嘉島町にお住まいの生後 6か月以上のすべての方 

≪費用≫ 無料（全額公費負担） 

≪接種回数≫ 初回接種：生後 6カ月～4歳は３回、5歳以上は２回 

       追加接種：すべての年齢において１回 

≪接種場所≫ 嘉島町内の病院・診療所（個別接種） 

        ※お勤め先、入院・入所先等で接種する場合は、各施設にお尋ねください。 

≪接種券≫ 

接種券発行の申請（手続き）は不要です ※①と②の方には順次送付します 

①令和 5年 5月 8日～9月 19日までに追加接種（3回目以降の接種）を受け

た方 

②60～64歳の方で、かつ令和 4年 9月 20日～令和 5年 5月 7日までに追加

接種（3回目以降の接種）を受けた方 

③未使用の接種券をお持ちの方 
※未使用の接種券は、令和 5 年 9 月 20日以降の接種に使用できます。 

 

接種券発行の申請（手続き）が必要です ※申請方法等は裏面を参照ください。 

①5～59 歳の方で、令和 4 年 9 月 20 日～令和 5 年 5 月 7 日までに追加接種

（3回目以降の接種）を受けた方 

②生後 6か月～4歳の方で 3回目接種を完了した方 

③接種券を紛失した方 

 

 
裏面もご覧ください 



【接種券発行の申請方法】 

１、インターネット（パソコンやスマートフォン）で申請する場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

下記 QRコード、またはこちらの URL（https://f.mrso.jp/434426/OfNv3I）から、

簡単に接種券の発行を申請することができます。申請後は、町から接種券が送

付されます。 

 

２、電話で申請する場合 

下記の「お問合せ先」にお電話してください。 

受付の際に、以下の(ア)～(オ)の内容を確認させていただきます。 

(ア)氏名 (イ)生年月日 (ウ)電話番号 (エ)申請理由 (オ)接種券番号 

※（エ）の申請理由につきましては、以下のいずれかの内容をお伝えください。 

・「令和５年秋開始接種を希望している」 

・「接種券を紛失・破棄した」 

・「前回の新型コロナワクチン接種後に嘉島町に転入してきた」 

 

≪嘉島町に転入された方へ≫ 

転入前の市町村が発行した接種券は使用できません。 

接種の際は、嘉島町が発行した接種券が必要となりますので、接種前に上記の「接種券発行申

請方法」に基づいて申請をしてください。 

 

≪嘉島町から転出予定の方へ≫ 

転入先で接種券発行にかかる申請が必要な場合があります。 

転入先の市町村（新型コロナワクチン接種担当窓口）へお問合せください。 

【お問合せ先】 

・嘉島町新型コロナワクチン相談窓口 

 ☎ ０９６－２３７－１３００ （開庁日の８：３０～１７：１５まで） 

・嘉島町町民保険課保健係 

 ☎ ０９６－２３７－２５７４ 

・Fax：０９６－２３７－２３５９ 

お電話が混みあう 

可能性があります。 

ご了承ください。 

自宅等でいつでも（24時間）、簡単に申請ができます。 

https://f.mrso.jp/434426/OfNv3I

